
 

国土交通省が実施した政策評価についての審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 
 

国土交通省「平成16年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」

における事業評価方式を用いた計 43 件の政策評価 

 

２ 審査の考え方と点検の項目 

事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込ま

れる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の可否を検討するものとされてい

る（基本方針Ⅰ－４－ア）。事前評価においては、一定規模以上の事業費を要する個々

の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策について、

その実施が義務付けられている（行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成 13 年

法律第 86 号。以下「評価法」という。) 第９条及び行政機関が行う政策の評価に関す

る法律施行令（平成 13 年政令第 323 号）第３条）。 

 

これら以外の政策については、評価法上は事前評価の実施が義務付けられているわ

けではなく、また、必ずしも確立された手法による政策効果の把握が可能となってい

るわけではないが、各府省における政策評価の実施状況をみると、それぞれが定めた

基本計画に基づいて、評価法で義務付けられた政策のほか、自発的・積極的に新規の

施策・事業や規制等を対象として事前評価が行われている。 

こうしたことを踏まえつつ、政策評価の質の向上に向けた今後の課題等を明らかに

する観点から、以下の点検項目により審査を行う。 

 

（政策効果の把握及び得ようとする効果の達成見込みについて） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を

把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価法第

３条）。事前評価を行う場合には、政策を決定する前の時点において、当該政策の実施

により得られると見込まれる政策効果を把握した上で、「得ようとする効果」と「実際

に見込まれる効果」との関係を明らかにし、当該政策の有効性を検証することが必要

である。すなわち、事前評価においては、当該政策を実施することにより得ようとす

る政策効果は本当に得られるのか、その確実性（安定性）はどの程度のものなのかに

ついて明らかにしていくことが求められる。 



また、得ようとする政策効果が費用に見合ったものとなっているかどうか等の効率

性に関する予測は、評価の対象とされる政策に適合した測定手法が開発されない状況

において定量的に行うことは必ずしも容易なことではない。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定され

ているか。 

② 政策の実施により得ようとする効果について、実際にどの程度得られると見込ま

れるかなど、得ようとする効果の達成見込みの確からしさがどのように検証されて

いるか。 

③ 費用に見合った政策効果が得られるかどうかについて、どのような説明がされて

いるか。また、定量的な分析は試みられているか。 

 

（事前評価の結果の妥当性の検証について） 

事前評価については、政策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証す

ること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めてい

くことが重要である（基本方針Ⅰ－４－ウ）。 

政策の実施により「得ようとする効果」を的確に把握するためには、効果の把握の

方法が特定されており、かつ、それが効果をできる限り具体的（定量的）に把握でき

るものであることが望ましい。 

また、政策効果が発現した段階における事後的な検証を適切に行うためには、実際

に得られた効果が当初得ようとしていた効果との関係でどのように評価されることと

なるのかを、事前評価の段階で明らかにしておくことが望ましい。 

 この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 事後的な検証を行うなど、事前評価の結果の妥当性をどのように検証しようとし

ているのか。 

② また、事後的な検証を予定している場合には、政策効果の把握の方法が、得よう

とする効果が実際に得られたかどうかを事後的に把握することが可能な程度に特定

されているか。 

 

３ 審査の結果 

政策アセスメント（事前評価）について、国土交通省では、その基本計画の中で、

「新規に導入しようとする施策等について、必要性、有効性、効率性等の観点から評

価を行い、施策の導入の採否や選択等に資する情報を提供するとともに、政策意図と

期待される効果を明確に説明する」ものであり、「新規施策の企画立案にあたり、目標

に照らした事前評価を行うことにより、真に必要な質の高い施策の厳選と、目標によ

る行政運営の定着を図る」ものとしている。なお、同省では、実績評価方式を用いた

評価である政策チェックアップ（業績測定）、政策レビュー（プログラム評価）及び

政策アセスメント（事前評価）の３つの主要な政策評価方式を相互に有機的に連携さ



せて、政策のマネジメントサイクルを確立させ、国民本位で効率的な質の高い行政の

実現を図るとしており、政策チェックアップや政策レビューの結果において課題が導

き出され、その解決のために新規施策の導入や既存施策の改廃等を行う場合に、政策

アセスメントにより目標に照らして必要性等についての分析を行い、その結果を予算

要求や法令改正等の政策の意志決定に反映させていくこととしている。 

個々の政策の評価に当たっては、当該政策が基本計画に掲げる国土交通省の政策目

標のいずれに関連するものであるかを明らかにした上で、その政策目標を達成する手

段の妥当性を必要性、効率性、有効性等の観点から評価することとしている。 

このうち、政策の必要性の観点からの評価については、①国民にとってのアウトカ

ムである目標と客観的にとらえた現状とを比較することによりそのギャップを認識す

る、②このギャップが生じている原因を分析する、③原因分析を踏まえて目標達成の

ためには現状の政策の何をどのように見直す必要があるかについて課題の特定を行う、

④そのための具体的な政策手段として新規に導入すべき施策を提示する、という手法

で実施しており、国土交通省では、この手法を「ロジカルフレームワーク」（論理的

分析手法）と称している。 

計 43 件の政策アセスメント（事前評価）についての審査の結果は、以下のとおり

である（詳細は、別添「政策評価審査表（事前評価関係）」参照）。 

   

【審査結果整理表】 
 

効果の達成見込

みに関する検証

方法 

整

理

番

号 

政  策 手  段 

得よう

とする

効果の

明確性 推論 その他 

効果の把

握の方法

の特定性

効率性

に関す

る情報

１ 

放置座礁船対策の推

進 

・ 一定規模以上の船舶所有者等に対し

船主責任保険等に加入することを義務

付ける制度の導入 

・ 座礁船撤去等に関する国の支援措置

の創設並びに海域浄化対策事業及び沈

廃船処理事業の拡充 

○ 
法的義務付けに

よる効果の確保 
△ 

２ 

国際社会と協調した国

際海上運送に従事す

る船舶及び港湾の保

安対策の強化 

・ 改正 SOLAS 条約(海上人命安全条約)

を担保する国内法の制定 

・ 港湾施設における保安対策の強化を

促進するための必要な施設整備に対す

る支援措置 

○ 
法的義務付けに

よる効果の確保 
△ 

３ 

公共用地取得が２か年

以上にわたって行われ

る場合の譲渡所得の

特別控除の通算適用

の創設 

・ 公共用地取得が２か年以上にわたっ

て行われる場合の譲渡所得特別控除の

通算適用 ○ 
法的措置による

効果の確保 
－ 

４ 

大都市圏における訪

日外国人旅行容易化

事業の推進 

・ 大都市圏における訪日外国人旅行容

易化事業の実施 

△ 

(モデル

事業)

○  △ 

５ 

新たな民間需要を創

出し、資産デフレを克

服するための条件整

備 

・ 土地税制の見直し（大都市の商業地

等を中心とする土地に係る固定資産税

等の負担軽減、個人の土地長期譲渡所

得に係る税率の引き下げ） 

△ ○ 
比較 

推計 

評価時に

おいて、

ロジカル

フレーム

ワークに

より、目

標達成に

向けた政

策効果を

論理的に

分析 

（総括記述

参照） 

△ 



効果の達成見込

みに関する検証

方法 

整

理

番

号 

政  策 手  段 

得よう

とする

効果の

明確性 推論 その他 

効果の把

握の方法

の特定性

効率性

に関す

る情報

６ 

民活と各省連携による

地籍整備の推進 

・ 街区の座標調査や民間で作成された

地積測量図等の既存図面の組合せによ

る地籍調査素図の整備など、法務省と

連携しつつ、民間活力を活用した全国

の都市部における地籍整備の推進 

△ ○  △ 

７ 

全国都市再生の推進

に資するまちづくり総

合支援事業の拡充 

・ まちづくり総合支援事業において、

観光拠点整備事業や事業効果検証調

査を補助対象に追加 

・ ＰＦＩ手法等の導入対象事業の拡充

△ ○  △ 

８ 

地域の魅力・活力向上

に向けたまちづくり助

成金（仮称）の創設 

・ 地域の魅力・活力向上に向けたまちづ

くりの助成金制度の創設 ○ ○  △ 

９ 

効率的な緑とオープン

スペースの確保施策の

拡充 

・ 民間との連携による効率的な都市公

園整備・緑地保全・都市空間緑化施策

の充実（補助制度の創設等） 

△ ○  － 

10 

 

都市型水害対策に資

する下水道整備の推

進 

・ 緊急都市内浸水対策事業の補助対象

施設及び地区要件の拡充 

・ 下水道内水被害緊急改善事業の創設

△ ○  － 

11 
合流式下水道緊急改

善事業の拡充 

・ 合流式下水道緊急改善事業の拡充 
△ ○  － 

12 

密集市街地の緊急整

備 

・ 特定防災街区整備地区等における各

種支援事業等の創設、拡充及び税制上

の支援措置等 

○ ○  － 

13 

都市再生等に資する

河川敷地占用許可準

則の改正 

・ 現行の河川敷地占用許可準則では認

められていない占用主体や占用施設等

について、施設等の設置が可能となる

よう準則の改正 

○ 
通達の改正によ

る効果の確保 
－ 

14 

特定都市河川流域に

おける浸水被害対策

の総合的な推進に係

る税制の改正及び融

資制度の改正 

・ 特定都市河川流域における雨水貯留

浸透施設等の設置に係る所得税・法人

税の割増償却制度の拡充 

・ 雨水貯留浸透施設を日本政策投資銀

行の低利融資の対象とする制度改正 

・ 雨水貯留浸透施設に係る固定資産税

及び都市計画税の負担軽減 

（ 民 間

業 者 に

よ る 雨

水 貯 留

浸 透 施

設 の 設

置 目 標

は、流域

水 害 対

策 計 画

で 明 確

化 さ れ

る予定）

○ 推計 ○ 

15 

低地対策河川事業費

補助再編による大規模

地震対応の推進 

・ 低地対策河川事業費補助の対象に津

波対策を追加した上で、地震・高潮等

対策事業費補助として再編 

△ ○  △ 

16 

河川等災害関連特別

対策事業の拡充 

・ 河川等災害関連特別対策事業の採択

基準に道路の災害関連事業を追加し事

業内容を拡充 

○ ○  － 

17 

土砂災害の発生のお

それがある区域からの

移転促進のための税

制の創設 

・ 土砂災害防止法に基づき土砂災害特

別警戒区域等内から移転し、区域外に

新たに建築物を取得する場合の登録免

許税、不動産取得税、固定資産税及び

都市計画税の特例措置の創設 

△ ○  △ 

18 

景観や利用に配慮し

た「いきいき・海の子・

浜づくり」の拡充 

・ 「いきいき・海の子・浜づくり」の

事業内容の拡充 △ ○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価時に

おいて、

ロジカル

フレーム

ワークに

より、目

標達成に

向けた政

策効果を

論理的に

分析。。。

(総括記

述参照)

△ 



効果の達成見込

みに関する検証

方法 

整

理

番

号 

政  策 手  段 

得よう

とする

効果の

明確性 推論 その他 

効果の把

握の方法

の特定性

効率性

に関す

る情報

19 

海岸事業における災

害弱者対策の推進 

・ 海岸事業の採択要件の見直し 

・ 安全かつ安心な生活基盤を確保する

施設等の整備 

△ ○  △ 

20 

総合的な津波・高潮災

害対策の強化事業の

拡充 

・ 総合的な津波・高潮災害対策の強化

事業の拡充 

  

△ ○  △ 

21 

路上工事の縮減 ・ 路上工事による渋滞軽減のため、占

用企業者等に工事縮減のインセンティ

ブが働く仕組みである「外部評価型」

の施策への転換 

△ ○  △ 

22 

電線類地中化の推進

（土地区画整理事業及

び市街地再開発事業

における非幹線道路

の電線類地中化の推

進） 

・ 土地区画整理事業及び市街地再開発

事業の施行地区内の非幹線道路（区画

道路）における電線共同溝整備費用を

補助限度額等に追加 

・ 都市部のバイパス事業、街路事業、

土地区画整理事業等に併せた電線共同

溝等の原則同時施工の実施 

△ ○  △ 

23 

耐震性等安全性の低

い建築物の改善の促

進 

・ 密集住宅市街地整備促進事業や優良

建築物等整備事業等の支援制度の拡充

等 

○ ○  － 

24 

地域のニーズに対応し

た住宅市街地整備の

総合的な支援の推進 

・  住宅市街地総合整備事業（豊かな住

まい空間創出事業）（仮称）の創設 △ ○  － 

25 
住宅ローン減税の延

長 

・  住宅ローン減税の適用期限の延長 
△ ○ 

比較 

推計 
○ 

26 

鉄道軌道近代化設備

整備費補助制度の拡

充 

・ 鉄道軌道近代化設備整備費補助制度

の拡充 ○ ○  △ 

27 

地下駅の火災対策施

設の整備に対する支

援制度の創設 

・ 火災対策施設の整備に対する支援制

度の創設 ○ ○  △ 

28 

ＮＰＯ等が行うボラン

ティア輸送における運

転者に対する人材育

成のための教育体制

の整備 

・ 輸送安全面で特に先進的な取組を行

うＮＰＯ等に対する所要の支援措置 

   △ ○  △ 

29 

貨物自動車運送事業

安全性評価事業への

支援 

・ 貨物自動車運送事業安全性評価事業

に対する事業者データ提供システムの

構築等の支援 
△ ○  － 

法的措置による

効果の確保 

30 

新長期規制以降の排

出ガス・燃料対策の推

進 

・ 低排出ガス認定制度の見直し、次世

代低公害車の開発促進等 

・ バイオマス燃料対応車の開発促進、

大型車の燃費基準の検討、自動車使用

燃料規格の検討等の自動車燃料対策の

実施 

△ 

 

比較 

推計 

実験 

△ 

31 

海上物流の高度化に

資する船舶の建造促

進等による内航海運活

性化 

・ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構に対する、物流高度化船建

造促進のための支援措置に必要な資金

の補給 

△ ○  △ 

32 

離島航路補助金にお

けるバリアフリー化建

造費補助の創設 

・ 離島補助航路に就航する船舶の代替

建造及び改造工事について、船舶建造

費及び改造費のうちバリアフリー化に

係る工事費の 50％を補助 

○ ○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価時に

おいて、

ロジカル

フレーム

ワークに

より、目

標達成に

向けた政

策効果を

論理的に

分析。。。

(総括記

述参照)

△ 



効果の達成見込

みに関する検証

方法 

整

理

番

号 

政  策 手  段 

得よう

とする

効果の

明確性 推論 その他 

効果の把

握の方法

の特定性

効率性

に関す

る情報

33 
造船業の次世代人材

養成事業の創設 

・ 造船業における就業・研修サービス

の支援事業 
△ ○  △ 

34 

スーパー中枢港湾の

育成（次世代高規格コ

ンテナターミナルの形

成） 

・ 財政投融資制度の拡充 

・ 次世代高規格コンテナターミナルに

ついて、ターミナルシステムの統合・

大規模化、ＩＴ化等のための管理・運

営システムの開発等に対する実験的な

措置の実施 

○ ○  △ 

35 

港湾における静脈物

流拠点形成支援制度

の拡充 

・ 財政投融資制度の拡充 

  ○ ○  － 

36 

港湾施設統合補助に

おける施策の拡充 

・ 「港湾空間の再開発・高度化」のた

めの施設整備に係る補助対象として、

高次基盤施設整備事業として港湾管

理者が構築する情報システム整備を追

加 

△ ○  △ 

37 
航空産業への総合的

支援策の推進 

・ 固定資産税等の税制措置の見直し

・ 航空保安措置強化に対応した支援策
△ ○  △ 

38 

管制情報処理システム

のフェイルセーフ対策

の実施 

・ 管制情報処理システムの必要な改善

・ システム要員を養成するための研修

施設の充実 
○ ○ 比較 △ 

39 
３ＰＬに関する人材育

成促進事業の推進 

・ 人材育成促進事業の実施 
△ ○  △ 

40 

有害紫外線予測情報

の提供 

・ 波長別紫外線観測装置の整備等観

測・監視の強化 

・ 有害紫外線の実況及び予測情報の国

民等への提供 

△ ○ 比較 △ 

41 

北西太平洋津波監視

システムの整備 

・ 短時間で遠地地震に関する津波予報

が発表できるシステムの導入 

・  我が国を含む外国機関への情報提

供、関係諸国との観測データ交換に関

する意見交換及び技術調整 

△ ○  △ 

42 

地球気候システム再現

データベースの構築 

・ 過去数十年にわたる地球規模の気候

システムとその変動の実態を適切に再

現できるデータベースの構築 

・ アジア太平洋諸国の関係機関へデー

タ提供 

△ ○ 比較 △ 

43 

電子国土Webシステム

の構築 

・ 電子国土 Web システムの構築 

○ ○ 比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価時に

おいて、

ロジカル

フレーム

ワークに

より、目

標達成に

向けた政

策効果を

論理的に

分析。。。

(総括記

述参照)

△ 

 

合  計（４３施策等） 

 

○＝15

△＝27
 ― 

○＝２

△＝30



総

括

記

述 

 国土交通省では、政策アセスメント（事前評価）において、当該政策が基本計画に掲げる

政策目標のいずれに関連するものであるかを明らかにした上で、その政策目標の達成手段と

しての施策等の妥当性を検証しようとしている。その際、現状が政策目標を達成していない

ことの原因を分析し、そこに存する課題を実現するための具体的手段として提示する施策等

が必要なものであるかどうかについて「ロジカルフレームワーク」により論理的に検証しよ

うとしており、施策等の必要性の検証を主眼としている。 

（得ようとする効果の明確性について） 

43件の政策評価のうち、どのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得ら

れたとするのか、その状態が特定されているものは、15件である。残る28件のうち、27件に

ついては、「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、「どの程度」の効果が発現し

たことをもって効果が得られたとするのか、その状態は必ずしも特定されていない（１件に

ついては、今後定められる計画の中で得ようとする効果が明確化される予定である）。得よ

うとする効果が具体的に特定されていなければ、政策効果が発現した段階において、把握し

た効果を基に有効性について検証することが困難となることから、得ようとする効果の状態

については、より具体的に特定していくための工夫をしていくことが望まれる。 

（効果の達成見込みの検証方法等について） 

得ようとする効果の達成見込みの確からしさについては、政策アセスメントにおいては必

ずしも中心的な検証事項となっていないが、個々の評価においては、比較や推計により達成

見込みの確からしさをより実証的に説明しようとしているものもみられる。 

国土交通省では、平成15年７月に取りまとめた「平成14年度国土交通省政策評価年次報告

書」において、政策アセスメントの今後の取組として、「ロジカルフレームワーク」による

分析を更に充実させていくなかで、具体的には、当該施策を実施することにより、当面はど

のような成果が見込まれるのか、それがどのようなメカニズムにより最終的な目標の達成に

至るのか等について、一層の情報の充実を図ることとしている。そのような取組を通じて、

効果の達成見込みの確からしさがより明らかにされていくことが期待される。 

（効率性に関する情報について） 

効率性の観点からの検証については、同一の費用等でより大きな効果が得られないか等の

分析が試みられているものが 43 件のうち２件みられる。国土交通省の基本計画においては、

施策等の実施のために要する費用や社会的費用と効果について説明するほか、可能なものに

ついては、他の選択肢を考慮し、当該施策等の導入がより効率的であることを説明すること

としており、そのような取組が進展していくことが期待される。  

 

（注）１ 「得ようとする効果の明確性」欄には、得ようとする効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」の

かが明らかにされているなど、どのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得られたとする

のかその状態が具体的に特定されている場合には「○」を、「何を」、「どうする」のかは説明されているもの

の、「どの程度」かは明らかでないなど具体的には特定されていない場合には「△」を、得ようとする効果に

ついての記載がない場合には「－」を記入している。 

２ 「効果の達成見込みに関する検証方法」欄には、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類（「推論」

欄には「○」）を記入している（複数もあり得る。）。 

「推論」 定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。 

＜その他の検証方法（例示）＞ 

「比較」 過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により得

ようとする効果が実際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。 

「推計」 定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得ら

れると見込まれることを一定の手法により算出し根拠付けている。 

「実験」 実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込ま

れることを実証的に根拠付けている。 

３ 「効果の把握の方法の特定性」欄には、政策の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にされて

いる場合には「○」を、効果の把握の方法が不明確の場合には「△」を記入している。 

４ 「効率性に関する情報」欄には、当該政策（施策や事業）の実施に要する費用等に関する分析の結果が示

されている場合には「○」（当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果

との関係について定量的な分析が試みられている場合には「◎」）を、当該政策の実施に要する費用等の見込

額、従来からの活動等についての予算執行額（実績額）等の記載にとどまっている場合には「△」を、上記

の情報が記載されていない場合には「－」を記入している。 



 

 

（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた横断的又は共通的な課題等の整理・分析については、今

年度末を目途に別途取りまとめる予定である。 



「手段」欄

「効果の達成見込み
の根拠」欄

「分類」欄

　得られると見込まれる効果をどのように把握・推計したのか（事後の検証を予定している場合には、政策の実施後に実際に得られた効果
をどのように把握・測定するのか）を記入した。

　政策の実施により「得ようとする効果」が実際に得られる見込みについて、それがどの程度確実なものなのか、その根拠（確からしさ）
が評価の過程でどのように検証されたのか整理し、記入した。

　政策目的の実現のために具体的に講じる手段を記入した。

「必要性及び効率性に関する特記事
項」欄

　以下に該当するものについて記入した。
　「必要性」　当該政策の実施を明確に位置付けている法令、閣議決定等の政府方針に基づいていることが記述されているもの
　「効率性」　当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果との関係について分析が試みられている
　　　　　　もの

「効果の把握の方法」欄

「有効性」欄

　「得ようとする効果の達成見込みの根拠」の内容について、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類を記入した（複数もあり得る。）。

「推論」　定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。
＜その他の検証方法（例示）＞
「比較」　過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により得ようとする効果が実際に得ら
　　　　れると見込まれることを帰納的に根拠付けている。
「推計」　定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを一定
　　　　の手法により算出し根拠付けている。
「実験」　実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを実証的に根拠付け
　　　　ている。

「得ようとする効果」欄 　政策の実施により得ようとする政策効果を記入した。

政策評価審査表（事前評価関係）

（説明）
　本審査表は、公表された国土交通省の「平成16年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」を基に総務省の責任において整理したものである。
　各欄の記載事項については以下のとおりである。

「整理番号」欄

「政策（名称、目的等）」欄 　評価の対象とされた政策の名称、目的等を記入した。

欄　　　名 記　　載　　事　　項

　評価書の事前評価票の番号を基に記入した。

【別添】



効果の達成見込みの根拠 分類

１

放置座礁船対策の推進
(座礁等による損害の補償を確実
なものとするとともに、座礁船が
撤去されずに放置されること等に
よる海洋汚染等を防止)

○関連する政策目標
19)交通安全の確保
22)地球環境の保全
24)良好な自然環境の保全、形成

○一定規模以上の船舶所有者等
に対し船主責任保険等に加入す
ることを義務付ける制度の導入

【予算要求額60百万円(保険義
務付け関連)】

○座礁船撤去等に関する国の支
援措置の創設並び海域浄化対策
事業及び沈廃船処理事業の拡充

【予算要求額200百万円(座礁船
撤去等に関する支援措置関
連)、32,716百万円(海岸事業
費)の内数、328,937百万円(港
湾整備事業費)(国費)の内数】

○事故が発生した場合に保
険から確実に補償が行われ
るようになる。
○やむを得ず地方公共団体
により対応が行われる場合
でも、制度化された国の支
援により円滑に撤去等の作
業が行われる。

○法律による所要の措置により、保険未
加入の船舶に対しては入港を認めない等
の措置を講じることができ、事故が発生
した場合に保険から確実に補償が行われ
るようになる。
○国の支援の予算措置により、やむを得
ず地方公共団体により対応が行われる場
合でも、国の支援により円滑に撤去等の
作業が行われる。
(平成14年に我が国に入港した外国籍船
の平均保険加入率は、約73パーセント。
一部の船籍の船舶については、極めて保
険加入率が低い。領海を通過するのみの
船舶に対しては国際法上、航行を規制す
ることが出来ないことから、そのような
船舶が座礁した場合でも、円滑に撤去等
必要な措置が行われるような制度が必
要)

法的義
務付け
による
効果の
確保

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

２

国際社会と協調した国際海上運送
に従事する船舶及び港湾の保安対
策の強化(国際社会と協調して国
際海上運送に従事する船舶及び港
湾施設の保安対策の強化を図る)

○関連する政策目標
12)国際競争力の強化
19)交通安全の確保
20)海上における治安の確保

○改正SOLAS条約(海上人命安全
条約)を担保する国内法の制定
○港湾施設における保安対策の
強化を促進するため、必要な施
設整備に対する支援措置

【予算要求額：港湾整備事業費
328,937百万円(国費)の内数】
【減税見込額(固定資産税の減
免)：約70百万円】

○船舶及び港湾施設におけ
る保安の確保
○我が国に係る国際海上運
送システムの信頼性の向上

○改正SOLAS条約担保法に基づく保安措
置の実施等を義務付けることにより、船
舶及び港湾施設における保安の確保を図
り、もって我が国に係る国際海上運送シ
ステムの信頼性の向上が図られる。

法的義
務付け
による
効果の
確保

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○第5回海上人命
安全条約(SOLAS
条約)締約国政府
会 議 に お い て
SOLAS 条 約 が改
正、同改正SOLAS
条約が平成16年7
月1日発効
○社会資本整備
重点計画(案)

３

公共用地取得が２ヵ年以上にわ
たって行われる場合の譲渡所得の
特別控除の通算適用の創設（公共
用地取得の隘路を解消し、公共事
業の早期完成による事業便益の早
期発現に資する）

○関連する政策目標
５)住環境・都市生活の質の向上

○公共用地取得が２ヵ年以上に
わたって行われる場合の譲渡所
得の特別控除の通算適用を可能
にする

【減収見込額：（精査中）】

○公共用地取得の隘路の解
消

○これまで当該通算適用が受けられない
ことを理由として、既に隘路となってし
まっている事例については、当該施策に
より、今後の解決の道が開かれることに
なり、現行制度のまま交渉を続けること
に比べてかなりの用地交渉期間の短縮が
期待できる。また、それだけでなく、当
該施策により、そもそも隘路を未然に防
ぐことができる。

法的措
置によ
る効果
の確保

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

政策評価審査表（国土交通省事前評価関係）

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

４

大都市圏における訪日外国人旅行
容易化事業の推進（外国人旅行環
境を整備し、国際観光の振興を図
る)

○関連する政策目標
27)国際交流の推進

○大都市圏における訪日外国人
旅行容易化事業の実施（大都市
圏において外国人旅行者向けの
交通機関の共通乗車機能や観光
施設の入場割引機能をもった低
廉な共通チケットの導入促進を
図るため、官民の共同事業とし
て、その実効性についての検
証)

【予算要求額：243百万円】

○滞在中の利便性が向上
し、訪日外国人旅行者が増
加

(参考)
業績指標：訪日外国人旅行者

数(743万人(平成18年))

○本事業の実施により、外国人旅行環境
が整備され、滞在中の利便性が向上する
ことにより、訪日外国人旅行者の増加に
つながると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
経済財政運営と
構造改革の基本
方針2003(平成15
年6月27日閣議決
定)

５

新たな民間需要を創出し、資産デ
フレを克服するための条件整備
（土地に係る保有コストの軽減に
より資産デフレを克服するための
条件整備を図る。土地の流動化・
有効利用の促進）

○関連する政策目標
24)公正で競争的な市場環境の整
備

○土地税制の見直し
・大都市の商業地等を中心と
する土地に係る固定資産税等の
負担軽減
・個人の土地長期譲渡所得に
係る税率の引き下げ

【平成13年度決算額】
・固定資産税収9兆1,532億円
(うち土地分3兆7,266億円、建
物分3兆6,205億円)
・分離長期譲渡所得申告納税額
5,542億円

○土地市場における投資需
要を喚起するともに土地の
流動化・有効利用が促進

○大都市の商業地等を中心とする土地に
係る固定資産税等の軽減を実施すること
により土地に係る保有コストが軽減され
れば、地価の押し上げ要因となり、資産
デフレの克服が図られるものと期待され
ると判断（例えば、固定資産税・都市計
画税を20パーセント減額すれば、地価を
３パーセント押し上げるとの試算もあ
る）。
○個人の土地長期譲渡所得に係る税率を
株式等の他の資産と同等の扱いとされる
よう税率の引下げ（恒久化）を実施する
ことにより、将来の譲渡時における税負
担が軽減され、税引後の所得に対する期
待が上昇するため、土地への投資意欲が
喚起されると判断（例えば、平成８年に
個人の土地長期譲渡所得税の税率が引き
下げられた（譲渡所得4,000万円以下の
税率：32.5パーセント→26パーセント）
際には、譲渡件数が約8.7パーセント増
加している）。

推論
比較
推計

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○与党三党平成
15年度税制改正
大綱
○改革と展望－
2002年度改定(平
成15年１月24日
閣議決定)

６

民活と各省連携による地籍整備の
推進(都市再生の円滑な推進)

○関連する政策目標
24)公正で競争的な市場環境の整
備

○街区の座標調査や民間で作成
された地積測量図等の既存図面
の組み合わせにより地籍調査素
図の整備を行うなど、法務省と
連携しつつ、民間活力を活用し
て、全国の都市部における地籍
整備を推進

【予算要求額：450億円(事業費
総額)】

○地籍が明確化されること
により、土地に関する権利
関係が明確になる。
○正確な土地の状況が登記
簿に反映され、安心して土
地取引ができる。

(参考)
業績指標：地積が明確化され
た土地の面積141千km2(平成16
年度)

○地理情報システムのベー
スマップとして、都市計画
や防災計画、税務等の分野
で活用することが可能

○地籍が明確化されることにより、土地
に関する権利関係が明確になるため、将
来にわたって境界をめぐる紛争が減少す
るとともに、正確な土地の状況が登記簿
に反映され、安心して土地取引ができる
ことになるため、経済活動全般の円滑
化・活性化に資すると判断
○地図を電子化・共有化することによ
り、地理情報システム(GIS)のベース
マップとして、都市計画や防災計画、税
務等の分野で活用することが可能とな
り、行政の効率化に役立つと判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

７

全国都市再生の推進に資するまち
づくり総合支援事業の拡充(地域
の活性化を早期に実現し、もって
全国都市再生の推進を図る)

○関連する政策目標
5）住環境、都市生活の質の向上

○まちづくり総合支援事業にお
いて、観光振興への支援を明確
化する「観光拠点整備事業」や
効率的な事業実施を一層徹底す
る「事業効果検証調査」を補助
対象に追加
○ＰＦＩ手法等の導入によるま
ちづくりに対する取組の支援の
拡充

【予算要求額：まちづくり総合
支援事業870億円(国費)の内
数】

○地域の活性化等全国都市
再生の推進

(参考)
業績指標：緊急に整備すべき
密集市街地の解消面積(1,500
ヘクタール(平成 13～ 17年
度)、都市空間形成河川整備率

（40パーセント(平成18年度))

○地域に存在する個性的で魅力ある観光
資源が有効に利活用されることによって
交流人口が増大し、地域の活性化が図ら
れるとともに、まちづくりに対する住民
意識が高まるなど様々な分野で有効であ
る。また、ＰＦＩ等の導入促進により、
これまで低迷していた民間都市開発投資
が誘発されるなど、投資規模の拡大が図
られる。さらに、１期目の計画期間終了
後も事業を継続して事業を行う必要があ
る場合、事業効果検証調査により、１期
目の計画の事業効果や残された課題につ
いて整理・分析がなされることから、よ
り事業効果の高い２期目の計画が策定さ
れ、効果的な事業実施が図られる。これ
らの効果により、全国都市再生の推進が
図られることとなると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

８

地域の魅力・活力向上に向けたま
ちづくり助成金(仮称)の創設(地
域の活力、魅力の向上等を図り、
地域のまちづくりの目標を達成)

○関連する政策目標
5）住環境、都市生活の質の向上

○地域の魅力・活力向上に向け
たまちづくりの助成金制度の創
設(まちづくりに関する一定の
計画に基づく事業について、市
町村が事業の目標をあらかじめ
明確にした上で、政策評価を実
施し、この評価に基づく管理を
導入した助成金制度の創設)

【予算要求額：まちづくり助成
金(仮称)300億円(国費)の内
数】

○中心市街地の再生等市町
村が策定した街づくり事業
の目標の達成

○市町村は地域の特性を活かしてまちづ
くりの目標を達成するための計画を策定
し、国は目標達成にふさわしい計画であ
るかの評価を行った上で、計画に位置付
けられた事業に対し期間を限って総合的
に助成するため、中心市街地の再生等ま
ちづくりの目標の達成に対して有効であ
る。

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
全国都市再生の
ための緊急措置
(平成14年4月8日
都市再生本部決
定)

９

効率的な緑とオープンスペースの
確保施策の拡充(緑豊かで快適な
都市環境の形成を図る)

○関連する政策目標
８)アメニティ豊かな生活環境の
形成

○民間との連携による効率的な
都市公園の整備・緑地の保全・
都市空間の緑化施策を充実
・都市公園、緑地保全事業等
の一体的な実施を支援する統合
補助制度の創設
・民間の緑化施設整備に対す
る補助制度の創設など、民有地
緑化に対する支援
・立体的に区域を定める都市
公園、借地方式の都市公園整備
の推進

○既成市街地等の用地確保
が困難な地域において安価
かつ効率的に公園・緑地を
確保し、緑豊かで快適な都
市空間の実現

(参考)
社会資本整備重点計画(案)指
標：都市域における水と緑の
公的空間確保量(13㎡／人(平
成19年度))

○立体的に区域を定めることのできる都
市公園制度の導入や借地方式の都市公園
整備の推進、市民緑地制度の拡充等の施
策を導入することによって、既成市街地
等の用地確保が困難な地域において安価
かつ効率的に公園・緑地を確保すること
が可能となると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○地球温暖化推
進大綱(平成14年
3月19日地球温暖
化対策推進本部
決定)
○規制改革推進
３か年計画(平成
15年3月28日閣議
決定）
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

１０

都市型水害対策に資する下水道整
備の推進(都市活動に重大な影響
を及ぼす地域の浸水安全度の向
上)

○関連する政策目標
18）災害による被害の軽減

○緊急都市内浸水対策事業の補
助対象範囲の拡充(雨水浸透施
設を追加)
○緊急都市内浸水対策事業の補
助対象の地区要件の拡充(「河
川管理者との協議により雨水排
水ポンプの運転調整ルールが定
められている地区」を追加)
○下水道内水被害緊急改善事業
の創設

○地下街周辺や都市機能の
集積する地区、雨水排水ポ
ンプの運転調整ルールが定
められている地区の雨水対
策施設の整備が促進され、
浸水安全度が向上

(参考)
業績目標：下水道雨水対策整
備率(55パーセント(平成14年
度))

○大規模な内水被害を受け
た都市において集中的な下
水道整備により、再度災害
防止が図られる

○緊急都市内浸水対策事業により地下街
周辺や都市機能の集積する地区、雨水排
水ポンプの運転調整ルールが定められて
いる地区の雨水対策施設の整備が促進さ
れ、浸水安全度が向上する。
○大規模な内水被害を受けた都市におい
て集中的な下水道整備により、再度災害
防止が図られる。

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○特定都市河川
浸水被害対策法
○社会資本整備
重点計画(案)

１１

合流式下水道緊急改善事業の拡充
(合流式下水道から雨天時に公共
用水域に流出する未処理下水によ
り、水質汚濁上、公衆衛生上の問
題の改善をより効果的・効率的に
推進)

○関連する政策目標
8）アメニティ豊かな生活環境の
形成

○合流式下水道緊急改善事業の
拡充
浸透側溝等の雨水浸透施設、
遮集管きょへの雨水流入量を低
減するための雨水放流きょを補
助対象に追加

○合流式下水道の緊急改善
が促進され、合流式下水道
の早期改善が図られる。
○未処理下水の公共用水域
への流出を防ぎ、公共用水
域の水質保全、公衆衛生の
向上が図られる。

(参考)
業績指標：合流式下水道改善
率(15パーセント(平成16年
度))

○補助対象を拡充することにより、合流
式下水道の緊急改善が促進され、合流式
下水道の早期改善が図られることによ
り、未処理下水の公共用水域への流出を
防ぎ、公共用水域の水質保全、公衆衛生
の向上が図られると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

１２

密集市街地の緊急整備(密集市街
地の防災性の向上等により、地
震、火災等から生命・財産の安全
性を確保する)

○関連する政策目標
5)住環境、都市生活の質の向上

○密集市街地整備法の改正を踏
まえつつ、一層の施策の推進と
そのための制度の充実
(1)事業
  特定防災街区整備地区等にお
いて行われる老朽建築物の建替
えや、防災都市計画施設の施行
予定者による土地の先買いを支
援するとともに、都市再生機構
を活用した密集市街地における
街路、都市公園整備を促進する
ための出資金制度の創設等や都
市防災総合推進事業等による防
災環境軸形成のための支援の拡
充、住宅地区改良事業による民
間事業者の活用のための支援の
拡充
(2)税制
  防災街区整備事業に係る税制
上の支援措置を創設するととも
に、防災都市施設の施行予定者
制度における土地の買取に係る
特例措置の創設、防災街区整備
推進機構による土地の先買い等
を支援するための税制上の支援
措置の拡充等
等

○密集市街地の早急な整備
改善
○防災性能を備えた建築物
の建替え、公共施設の整備
の促進

業績指標：緊急に改善すべき
密集市街地の解消面積(1,500
ヘクタール(平成13～17年度))

社会資本整備重点計画(案)指
標：地震時等において大規模
な火災の可能性があり重点的
に改善すべき密集市街地のう
ち最低限の安全性が確保され
る市街地の割合(約8,000ヘク
タールのうち約３割(平成19年
度))

○老朽化した木造建築物が密集し、道
路、公園等の公共施設の不足するいわゆ
る密集市街地においては、市街地大火が
発生しやすいため、この様な密集市街地
の早急な整備改善を図り、大規模地震な
どで出火した際の延焼危険性を低減させ
ることは、人命の保護の上で最も有効と
判断
○特に、防災性能を備えた建築物の建替
え、公共施設の整備が促進され、面的な
整備改善と防災環境軸の形成が図られる
ことにより、密集市街地の総合的な安全
性が向上と判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○都市再生ブロ
ジェクト(都市再
生本部)
○社会資本整備
重点計画(案)

１３

都市再生等に資する河川敷地占用
許可準則の改正(都市再生、地域
活性化等に資するよう河川敷地利
用の高度化を図る)

○関連する政策目標
８）アメニティ豊かな生活環境の
形成

○現行の河川敷地占用許可準則
では認められていない占用主体
や占用施設等について、都市再
生、地域活性化等を促進する観
点から、その設置が可能となる
よう準則を改正

○従来では、原則的に認め
られていなかった占用主
体・施設等による占用が可
能となり、より地域の要望
に応じた自由な河川利用が
可能

○河川敷地占用許可準則の改正により、
より地域の要望に応じた自由な河川利用
が可能となり、水辺空間を活かした賑わ
いの創出や魅力あるまちづくりが可能と
なる。

通達の
改正に
よる効
果の確
保

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○都市再生プロ
ジェクト(第三次
決定)(都市再生
本部)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

１４

特定都市河川流域における浸水被
害対策の総合的な推進に係る税制
の改正及び融資制度の改正(流域
の浸水被害防止の一層の推進)

○関連する政策目標
18）災害による被害の軽減

○雨水貯留浸透施設等の設置の
促進に関して
①特定都市河川流域における雨
水貯留浸透施設等の設置に係る
所得税・法人税の割増償却制度
(5年間、1割増)の拡充(貯水容
量による制限を撤廃)
②同じく日本政策投資銀行の低
利融資の対象とする
③雨水貯留浸透施設に係る固定
資産税及び都市計画税の負担を
軽減する。

【減収見込額】
 ・所得税・法人税3百万円
 ・固定資産税796百万円
   都市計画税171百万円

○特定都市河川流域の民間
事業者等による雨水貯留浸
透施設の設置の促進

(参考)
業績指標：床上浸水常襲地区
内家屋数(７万戸(平成18年
度))

社会資本整備重点計画(案)指
標：床上浸水を緊急に解消す
べき戸数(約６万戸(平成19年
度))、下水道による都市浸水
対策達成率(54パーセント(平
成19年度))

○本税制、融資制度改正により、特定都
市河川流域の民間事業者等による雨水貯
留浸透施設の設置が促進され、適切な管
理に資することとなり、都市型浸水被害
の軽減が図られる。
（税制）
特定都市河川流域に存する雨水貯留浸

透施設について、固定資産税等を非課税
等とすることで、調整池の埋め立て等の
貯留浸透機能の滅失を防ぐことができ、
また雨水貯留浸透施設の設置に係る法人
税、所得税の割増償却措置による雨水貯
留浸透施設の設置が促進されることによ
り、浸水被害の軽減が図られる。
・固定資産税の非課税措置による年平均
被害軽減額：約90百万円
・所得税、法人税の割増償却による年平
均被害軽減額：約30百万円
（融資）
特定都市河川流域に存する雨水貯留浸

透施設の設置について、政策融資を行う
ことにより、設置が促進され、浸水被害
の軽減が図られる。
・政策投資銀行の低利融資による年平均
被害軽減額：約10百万

推論
推計

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○特定都市河川
浸水被害対策法
(平成15年法律第
77号）
○社会資本整備
重点計画(案)
【効率性】
○固定資産税の
非課税措置(年平
均被害軽減額約
90百万円)
○所得税、法人
税 の 割 増 償 却
(年平均被害軽減
額約30百万円)
○政策投資銀行
の低利融資(年平
均被害軽減額約
10百万)

１５

低地対策河川事業費補助再編によ
る大規模地震対応の推進(立ち後
れている大規模地震対策の計画的
且つ効果的な実施に向けた制度の
整備を行うとともに、重点投資を
行い低地対策河川事業の推進を図
る)

○関連する政策目標
18）災害による被害の軽減

○低地対策河川事業費補助の対
象に津波対策を追加した上で、
地震・高潮等対策事業費補助と
して再編し、この事業制度のも
と重点化

【予算要求額：河川事業費
6,050百万円(国費)の内数】

○地震とそれに伴う津波、
或いは地震後の浸水被害が
想定される低地地域の堤防
等河川管理施設について、
今後地震・津波対策の早急
かつ計画的な推進

（参考）
業績指標：災害による被害の
軽減(地震時に防護施設の崩壊
に伴う津波の侵入・河川水の
流入等による水害が発生する
恐れのある土地面積を平成14
年度末現在の1万3千ヘクター
ル から平成19年度までに1万
ヘクタールまで解消)

社会資本整備重点計画(案)指
標：地震時に防護施設の崩壊
による水害が発生する恐れの
ある地域の解消(約1万ヘク
タール(平成19年度))

○地震とそれに伴う津波、或いは地震後
の浸水被害が想定される低地地域の堤防
等河川管理施設について、これら災害か
ら人命と財産を防御すべく、今後地震・
津波対策を早急かつ計画的に推進するこ
とが可能となる。
本施策は、地震時に防護施設の崩壊に

伴う津波の侵入・河川水の流入等による
水害が発生する恐れのある土地面積を平
成14 年度末現在の1万3千ヘクタール か
ら平成19年度までに1万ヘクタール まで
解消するという目標の達成に資する。

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○東海地震対策
大綱(平成15年5
月29日中央防災
会議)
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

１６

河川等災害関連特別対策事業の拡
充(道路の災害関連事業区間の前
後を含む一連区間において、改良
復旧効果をより発揮させ、一連区
間の安全な交通を確保する)

○関連する政策目標
18）災害による被害の軽減

○河川等災害関連特別対策事業
の事業内容を拡充（河川又は砂
防の災害関連事業区間の直上下
流において、関連事業の効果の
確保に支障となる障害物を除去
することができる「河川等災害
関連特別対策事業」を、道路の
災害関連事業区間の前後におい
て、改良復旧効果の確保に支障
となる狭隘部、突角部または脆
弱部の対策に適用できるように
事業内容を拡充）

○道路の災害関連事業の改
良復旧効果が一連区間で確
保され、被災箇所の再度災
害防止が図られる。

○再度災害防止が図られるとともに、一
連区間の安全な交通が確保され、改良復
旧事業の効果をより発揮させることがで
き、災害に強い地域づくりを行うことが
できると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)

１７

土砂災害の発生のおそれがある区
域からの移転促進のための税制の
創設(土砂災害特別警戒区域等の
指定の促進)

○関連する政策目標
18）災害による被害の軽減

○土砂災害防止法に基づき土砂
災害特別警戒区域等内から移転
し、区域外に新たに建築物を取
得する場合の登録免許税、不動
産取得税、固定資産税及び都市
計画税の特例措置の創設

【減収見込額】
・登録免許税 ：131百万円
・不動産取得税：582百万円、
固定資産税：90百万円、
・都市計画税 ：5百万円

○早急かつ円滑な移転促進
が図られるため、土砂災害
による被害が軽減される。

(参考)
業績指標：土砂災害保全指標
(土砂災害の危険性がある地域
の人口のうち、土砂災害防止
施設により保全される人口の
割合(42パーセント(平成18年
度))

社会資本整備重点計画(案)指
標：土砂災害から保全される
戸数(約140万戸(平成19年度))

○本特例措置により、早急かつ円滑な移
転促進が図られるため、土砂災害による
被害が軽減されると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○土砂災害警戒
区域等における
土砂災害防止対
策の推進に関す
る法律(平成12年
法律第57号)
○社会資本整備
重点計画(案)

１８

景観や利用に配慮した「いきい
き・海の子・浜づくり」の拡充
(青少年が安全に野外教育・社会
教育、生涯教育スポーツ活動等を
実現できる海岸の形成を図る)

○関連する政策目標
8）アメニティ豊かな生活環境の
形成

○景観や利用、生物の生息・生
育環境に配慮した施設の改良が
できるよう、「いきいき・海の
子・浜づくり」事業内容の拡充

【予算要求額：海岸事業費
66,730百万円(国費)の内数】

○青少年が安全に野外教
育・社会教育、生涯教育ス
ポーツ活動等を実現できる
海岸の形成

(参考)
業績指標：海岸における海辺
へのアクセスが確保されてい
る延長(5,300キロメートル(平
成18年度))

社会資本整備重点計画(案)指
標：人々が海辺に親しむこと
のできる海岸の延長(6,800キ
ロメートル(平成19年度))

○本施策の実施により、景観や利用を目
的とした施設の改良等を行なうことが可
能となり、自然豊かな海岸環境を充実
し、その良好な環境の中で、自然体験や
野外活動、スポーツ学習といった多様な
利用が可能となると判断。本施策は、海
辺に親しむことのできる海岸の延長を平
成19年度までに6,800キロメートルとす
る目標の達成に資するものであると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

１９

海岸事業における災害弱者対策の
推進(海岸災害から子供、高齢
者、病人等の災害弱者を防護し、
安全かつ安心な生活基盤を確保す
る)

○関連する政策目標
18）災害による被害の軽減

○海岸事業の採択要件の見直し
背後浸水想定区域内に学校・
老人ホーム・病院等の施設を有
する海岸を対象に、海岸事業に
係る採択要件のうち、防護人口
要件について災害弱者関連施設
利用数に基づき判定するように
見直し
○施設整備等の整備等
災害弱者が安全かつ容易に避
難できる緩傾斜堤の整備や既存
施設のバリアフリー化、安全情
報伝達システムの整備、避難用
通路及び一次避難施設の整備

【予算要求額：海岸事業費
66,730百万円(国費)の内数】

○災害弱者を防護し、安全
かつ安心な生活基盤を確保

(参考)
業績指標：津波・高潮等の災
害から防護されていない人口
や土地面積(230万人10万ヘク
タール(平成18年度))

社会資本整備重点計画(案)指
標：津波・高潮による災害か
ら一定の水準の安全性が確保
されていない地域の積(10万ヘ
クタール(平成19年度))

○背後浸水想定区域内に学校・老人ホー
ム・病院等の施設を有する海岸を対象
に、海岸事業に係る採択要件のうち、防
護人口要件について災害弱者関連施設利
用数に基づき判定するように見直しを行
うとともに、災害弱者が安全かつ容易に
避難できる緩傾斜堤の整備や既存施設の
バリアフリー化、安全情報伝達システム
の整備、避難用通路及び一次避難施設の
整備を行ことにより、子供や高齢者、病
人等の災害弱者を防護し、安全かつ安心
な生活基盤を確保する。本施策は、津
波・高潮等の災害から防護されていない
土地面積を平成19年度までに10万ヘク
タールまで解消するとする目標の達成に
資するものであると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)

２０

総合的な津波・高潮災害対策の強
化事業の拡充(海岸背後で生活す
る住民の安全・安心の確保）

○関連する政策目標
18）災害による被害の軽減

○総合的な津波・高潮災害対策
の強化事業の拡充
　大規模地震による津波や地震
被害の可能性がある地域におい
て、これまで整備ができなかっ
た、津波の即時来襲が懸念され
る危険地帯を対象とした一次避
難地の確保及び災害復旧資材置
場等防災活動拠点の整備

【予算要求額：海岸事業費
66,730百万円(国費)の内数】

○海岸背後で生活する住民
の安全・安心を確保

(参考)
業績指標：津波・高潮等の災
害から防護されていない人口
や土地面積(230万人10万ヘク
タール(平成18年度))

社会資本整備重点計画(案)指
標：津波・高潮による災害か
ら一定の水準の安全性が確保
されていない地域の面積(10万
ヘクタール(平成19年度))

○本施策の実施により、海岸の防護施設
の整備等ハード施策に加えて、地域住民
の避難等のソフト施策と一体となった総
合的な防災対策を講じることにより、海
岸背後で生活する住民の安全・安心を確
保することが可能と判断。本施策は、津
波・高潮等の災害から防護されていない
土地面積を平成19年度までに10ヘクター
ルまで解消するという目標の達成に資す
るものであると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)

２１

路上工事の縮減（路上工事に伴う
渋滞の軽減）

○関連する政策目標
７）都市内渋滞の緩和

○「内部調整型」から「外部評
価型」の施策の転換
　路上工事による渋滞を軽減す
るため、道路管理者や占用企業
者等の関係者間における「内部
調整型」から、占用企業者の縮
減インセンティブを働かせつ
つ、道路利用者によって工事実
施状況の監視を行うなどの、
「外部評価型」の施策に転換

【予算要求額：道路事業費
35,407億円(国費)の内数】

○都市内渋滞の緩和

(参考)
社会資本整備重点計画(案)指
標：路上工事時間の縮減率(平

成 19 年までに約２割削減)

○東京23区内の夜間渋滞のうち、約15
パーセントが工事渋滞である等、路上工
事による交通規制は、道路交通に深刻な
影響を及ぼしており、その縮減は、既存
の道路ストックの有効活用につながるこ
と等から、さらなる路上工事縮減施策の
実施は、都市内渋滞の緩和に資する施策
として有効であると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

２２

電線類地中化の推進（非幹線道路
を含めた電線類地中化を推進し、
良好な都市環境を形成)

○関連する政策目標
４）住環境、都市生活の質の向上

○土地区画整理事業及び市街地
再開発事業の施行地区内の非幹
線道路（区画道路）における電
線共同溝整備費用を補助限度額
等に追加
○併せて、地中化コスト縮減の
ための取組みとして、都市部の
バイパス事業、街路事業、土地
区画整理事業、市街地再開発事
業等に併せた電線共同溝等の原
則同時施工を実施

【予算要求額：電線共同溝整備
事業費703億円(国費)の内数】

○電線類地中化を面的に実
施することが可能
○将来道路管理者の負担を
削減することが可能

○区画道路まで含めて一体的に整備する
土地区画整理事業及び市街地再開発事業
の施行に併せて電線共同溝の整備をする
ことにより、電線類地中化を面的に実施
することが可能となると判断。また、同
時施行によって低コストによる整備が実
施でき、将来道路管理者の負担を削減す
ることが可能となると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○都市再生プロ
ジェクト(第三次
決定)
○e-Japan 重 点
計画－2003

２３

耐震性等安全性の低い建築物の改
善の促進（耐震診断・改修等を促
進し、大地震時における国民の安
全の確保、建築ストックの適切な
維持を図る）

○関連する政策目標
18）災害による被害の軽減

○密集住宅市街地整備促進事業
や優良建築物等整備事業等の支
援制度の拡充等
（平成16年度予算関連事項）
・密集住宅市街地整備促進事業
に係る拡充（耐震改修に対する
補助対象地域の追加、特に大規
模地震が切迫しているとされる
地域における支援の拡充）
・優良建築物等整備事業に係る
拡充（耐震型優良建築物等整備
事業における耐震診断費補助の
追加、補助対象地域要件の緩和
等、避難安全上危険な既存建築
物等の改修に対する支援の追
加）

○避難安全性等の低い建築
物についても改修の促進
○既存住宅・建築物の耐震
性等の安全性確保の促進

業績指標：新耐震基準以前に
建築された特定建築物及び住
宅のうち耐震上安全なことが
確認されたものの割合(特定建
築物20パーセント(平成17年
度)、住宅25パーセント(平成
17年度)

社会資本整備重点計画(案)指
標：多数の者が利用する一定
の建築物及び住宅の耐震化
率」建築物(約２割(平成19年
度)、住宅65パーセント(平成
19年度))

○これまで既存建築物の所有者に対し、
耐震診断・改修のインセンティブを付与
するために、耐震診断・改修に対する補
助制度等を整備し、その普及・啓発を
図ってきたが、建築物の耐震性等安全性
の改善のためには、さらにその円滑な運
用を図るとともに、避難安全性等の低い
建築物についても改修の促進を図ること
により、所有者の建築物の安全性向上に
対する潜在的欲求を惹起させることが有
効であると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○東海地震緊急
対策(平成15年7
月29日閣議決定)
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

２４

地域のニーズに対応した住宅市街
地整備の総合的な支援の推進（既
成市街地において、快適な居住環
境の創出、都市機能の更新など都
市再生の推進）

○関連する政策目標
５）住環境、都市生活の質の向上
１８）災害による被害の軽減

○住宅市街地総合整備事業(豊
かな住まい空間創出事業)(仮
称)の創設
（住宅市街地整備総合支援事業
及び密集住宅市街地整備促進事
業並びにこれらに係る住宅宅地
関連公共施設等総合整備事業を
統合・整理。その整備地区内に
おいて行われる公営住宅、特定
優良賃貸住宅、高齢者向け優良
賃貸住宅の整備及び、住宅地区
改良事業等の実施に要する費用
について一体的に補助)

○早期の住宅宅地供給が行
われ、都心居住を推進
○重点的な基盤整備が行わ
れ、質の高い居住環境が実
現

(参考)
業績指標：都心部における住
宅供給戸数(100万戸(平成8年
度～平成17年度)、緊急に改善
すべき密集市街地の解消面積
1,500ヘクタール(平成17年度)

社会資本整備重点計画(案)指
標：地震時等において大規模
な火災の可能性があり重点的
に改善すべき密集市街地のう
ち最低限の安全性が確保され
る市街地の割合(8,000 ヘク
タールのうち約３割(平成19年
度))

既成市街地のうち、快適な居住環境の創
出、都市機能の更新等の政策課題を有す
る地域において、住宅市街地総合整備事
業(豊かな住まい空間創出事業)(仮称)を
実施することにより、早期の住宅宅地供
給が行われ、都心居住を推進することが
可能となるとともに、重点的な基盤整備
が行われ、質の高い居住環境の実現が可
能となると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)

２５

住宅ローン減税の延長(無理のな
い負担での住宅取得を支援すると
ともに、良質な住宅ストックの形
成及び経済効果の大きい住宅投資
の促進による景気の下支えを図
る)

○関連する政策目標
１）居住水準の向上
３）子育てしやすい社会の実現

○住宅ローン減税の適用期限の
延長
住宅ローンを有している者に
対して、ローン残高の１パーセ
ントを所得税額から控除する現
行の住宅ローン減税制度の適用
期限を２年間延長

○住宅取得の促進
○住宅投資の促進による景
気の下支え

(参考)
業績指標：誘導居住水準達成
率(50パーセント(平成15年
度))、３人以上世帯の誘導居
住水準達成率(40パーセント
(平成15年度))

○住宅ローン減税制度により、平成14年
の持家着工ベースで、9.9万戸の着工効
果があったと推測される。(経済効果4.6
兆円)
○住宅取得を支援する本制度により、持
家取得を通じて居住水準の向上が図られ
ると判断
○住宅ローン減税が縮小(平成４年レベ
ル)されたときの経済損失は2.6兆円。

推論
比較
推計

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【効率性】
・住宅建設によ
る経済波及効果
生産誘発効果：
住 宅 投 資 額 の
1.95倍(全産業平
均：1.82倍 商業
1.48倍 電力1.67
倍)、耐久消費財
の消費拡大(1世
帯当たり平均226
万円)、10万戸の
住宅建設で26.3
万人の雇用創出
・住宅ローン減
税が縮小(平成４
年レベル)された
ときの経済損失
は2.6兆円



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

２６

鉄道軌道近代化設備整備費補助制
度の拡充
(鉄道事業者が安全性緊急評価報
告に基づき行う地方鉄道に係る緊
急安全対策を促進)

○関連する政策目標
10)地域交通の確保

○鉄道軌道近代化設備整備費補
助制度の拡充
①鉄道事業者が策定する緊急
保全計画に基づき行う設備改修
等を対象事業に追加(補助率の
嵩上げして支援)
 ② ①と同様に緊急保全計画に
基づき行う保守要員等の教育指
導を対象事業に追加(補助率の
嵩上げして支援)
 ③ ①により取得した資産に係
る課税標準の特例措置の拡充

【予算要求額：3,447百万円】
【減収見込額：5百万円(拡充
分)】

○地方鉄道の安全性の確保
５年間の期限の中で施設

整備を完了
３年間の期限の中で保守

要員等に係るノウハウを伝
承
（対象事業者、対象施設、
対象保安要員等が特定）

○経営状況の厳しい地方鉄道事業者に対
して、安全輸送に関する事業に係る経費
を国及び地方公共団体が補助すること
で、当該事業に対する投資インセンティ
ブが働くようになると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

２７

地下駅の火災対策施設の整備に対
する支援制度の創設(地下駅を利
用する旅客の安全の確保)

○関連する政策目標
18)災害による被害の軽減
19)交通安全の確保

○火災対策施設（排煙施設や非
難通路等）の整備に対する支援
制度の創設

【予算要求額：3,700百万円】
【減収見込額：39百万円】

○地下駅における短期間の
火災対策施設の整備（火災
対策基準に適合するよう整
備）
○地下駅における火災時の
安全性の向上

○本支援制度により、地下駅における避
難通路や排煙設備等の火災対策施設が短
期間に整備され、火災対策基準を満たす
ことにより、地下駅における火災時の安
全性の向上が図られると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

２８

ＮＰＯ等が行うボランティア輸送
における運転者に対する人材育成
のための教育体制の整備(社会福
祉法人、ＮＰＯが実施するボラン
ティア輸送に係る安全性の向上を
推進し、安全で安心して利用でき
るボランティア輸送を実現)

○関連する政策目標
２)バリアフリー社会の実現

○ＮＰＯ等のうち、輸送安全面
で特に先進的な取組みを行うも
のに対する所要の支援措置
  道路運送法に基づく有償運送
許可を受けた社会福祉法人、Ｎ
ＰＯ等であって、地域の関係者
による協議結果を踏まえて組織
的に運転者等の人材育成に取組
むものの中から、輸送安全面で
特に先進的取組みを行うものに
対する所要の支援

【予算要求額：57,918(千円)】

○ＮＰＯ等の組織的な運転
者等の人材育成において輸
送安全に係る先進的な取組
みが促進
○ＮＰＯ等ボランティア団
体について組織的な運転者
等の人材育成体制の整備を
促進することにより運転者
等の安全能力の底上げが図
られる。

○支援策の導入により、輸送サービスを
行っているＮＰＯ等に対して、組織的な
運転者等の人材育成において輸送安全に
係る先進的な取組みが促進される。さら
に、モデルシステムとして一般に適用可
能なものについては、今後５～10年程度
で標準モデル化を検討し、輸送サービス
を行っている全てのＮＰＯ等ボランティ
ア団体について組織的な運転者等の人材
育成体制の整備を促進することにより運
転者等の安全能力の底上げが図られるこ
とから、ＮＰＯ等の輸送サービスの安全
性の向上に資することとなると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○高齢者、身体
障害者等の公共
交通機関を利用
した移動の円滑
化の促進に関す
る法律案に対す
る衆議院附帯決
議、平成12年４
月18日、参議院
運輸委員会も同
旨
○障害者基本計
画(平成14年12月
24日閣議決定)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

２９

貨物自動車運送事業安全性評価事
業への支援(事業用貨物自動車の
事故防止を図る)

○関連する政策目標
19)交通安全の確保

○貨物自動車運送事業安全性評
価事業に対する事業者データ提
供システムの構築等の支援

○本事業の信頼性、社会的
認知が向上
○事業用トラックの交通事
故防止が図られる。

(参考)
業績指標：事業用自動車の運
行管理に起因する事故割合(50
パーセント(平成17年度))

○本評価事業を通じ、トラック事業者の
輸送の安全性向上に係るインセンティブ
が高まり、事業用貨物自動車の事故防止
が図られることとなる。また、トラック
事業を所管する行政庁が保有する事業者
データを適時適切に提供できるシステム
を構築するなどの支援を行い、本事業の
円滑、着実な実施を確保することによ
り、本事業の信頼性、社会的認知が向上
し、もって、事業用トラックの交通事故
防止が図られることになると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
貨物自動車運送
事業法改正審議
（平成14年)にお
ける衆参両院の
附帯決議

３０

新長期規制以降の排出ガス・燃料
対策の推進(大都市域を中心とし
た大気汚染及び地球温暖化の抑
止)

○関連する政策目標
22)地球環境の保全
23)大気、騒音等に係る生活環境
の改善

○排ガス対策として、低排出ガ
ス認定制度の見直し、次世代低
公害車の開発促進等
○バイオマス燃料対応車の開発
促進、大型車の燃費基準の検
討、自動車使用燃料規格の検討
等の自動車燃料対策の実施
○道路運送車両の保安基準（昭
和26年運輸省令第67号）改正に
よる技術基準等の法的位置付け

【予算要求額：1,496,146
                    (千円)】

○大都市域を中心とした大
気汚染及び地球温暖化の抑
止

○本施策に掲げられている各種施策を講
ずることにより、自動車側と燃料側の両
面の対策が総合的・包括的に実施され、
大気汚染問題と地球温暖化問題の双方の
効果的な解決に資すると判断

法的措
置によ
る効果
の確保
比較
推計
実験

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○大気汚染防止
法(昭和43年法律
第97号）
○京都議定書

３１

海上物流の高度化に資する船舶の
建造促進等による内航海運活性化
（内航海運の活性化を図り、内航
海運の物流効率化の促進、環境保
全対策等の政策目標の達成）

○関連する政策目標
13)物流の効率化
22)地球環境の保全

○独立行政法人鉄道建設・運輸
施設整備支援機構に支援措置
(鉄道・運輸機構が共有建造を
行う船舶のうち政策効果のより
高い「物流高度化船」の建造促
進のための支援措置及び経営再
建を目指すものであって実質的
に優良な経営基盤を持つ共有事
業者の再建のための支援措置)
に必要な資金を補給

【予算要求額：内航海運活性化
事業補給金４億円(国費)】

○内航海運の活性化が実現
○CO2排出量削減に関して
京都議定書に定められた目
標達成に貢献

(参考)
業績指標：国内長距離貨物輸
送におけるモーダルシフト化
率47パーセント(平成18年度)

○支援措置を講じることで物流高度化船
の建造促進及び実質的に優良な経営基盤
を持つ事業者の再建が可能となるため、
内航海運に関する競争的な新たな制度的
枠組みが十分にその効果を発揮し、内航
海運の活性化が実現される。これにより
物流コストが低減され、わが国経済の再
活性化が図られるとともに、トラックと
比較したCO2の排出量が1/5という特性を
活かして地球的規模での環境保全の取り
組みにも対応することで、CO2排出量削
減に関して京都議定書に定められた目標
達成に貢献することが可能であると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○京都議定書



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

３２

離島航路補助金におけるバリアフ
リー化建造費補助の創設（離島で
は、都市に比べ高齢化率が高く、
高齢者、身体障害者等の移動の利
便性及び安全性を図る）

○関連する政策目標
２)バリアフリー社会の実現

○離島補助航路に就航する船舶
を代替建造及び改造工事する場
合、船舶建造費及び改造費のう
ちバリアフリー化にかかる工事
費の50パーセントを補助

【予算要求額：115百万円】

○離島航路に就航する船舶
のバリアフリー化を促進

業績指標：バリアフリー化さ
れた鉄軌道車両、旅客船、航
空機の割合(平成22年までに一
般旅客航路事業に就航してい
る船舶の総隻数のうち約50
パーセントを移動円滑された
船舶とする)

○離島では、高齢者比率が高くバリアフ
リー化が強く求められているが、経営基
盤が脆弱である離島航路事業者において
は、旅客船のバリアフリー化に伴う費用
増加の資金を調達することが困難とな
る。このため、本補助金により、就航船
舶のバリアフリー化に係る費用につい
て、国と地方が協調して補助することと
し、離島航路に就航する船舶のバリアフ
リー化を促進するものと判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○ 離 島 振 興 法
（昭和28年法律
第72号）
○離島航路整備
法（昭和27年法
律第226号）

３３

造船業の次世代人材養成事業の創
設（円滑に技能を伝承し技術基盤
を維持するとともに、製造拠点を
国内に維持することによる我が国
造船業の国際競争力の確保）

○関連する政策目標
12)国際競争力の強化

○新卒・中途採用者の即戦力化
のための座学・実技研修、技能
人材データベースの構築・運用
といった造船業における就業・
研修サービスの支援

【予算要求額：55百万円】

○高齢者から新人・若手へ
の円滑な技能伝承
○造船技能者の雇用のみな
らず、舶用工業やサービス
産業における雇用も創出

○本施策により、高齢者から新人・若手
への技能伝承が円滑に行われ、我が国造
船業の技術基盤及び国際競争力が維持さ
れる。また、造船技能者の雇用のみなら
ず、舶用工業やサービス産業における雇
用も創出するなど、地域経済の発展にも
大きく寄与すると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

３４

スーパー中枢港湾の育成（次世代
高規格コンテナターミナルの形
成）(日本のコンテナ港湾の国際
競争力の強化を通じた産業競争力
の強化)

○関連する政策目標
12)国際競争力の強化

○財政投融資制度の拡充
次世代高規格コンテナターミ
ナルの形成に係る財政投融資の
金利の引き下げ
○次世代高規格コンテナターミ
ナルについて、ターミナルシス
テムの統合・大規模化、IT 化
等のための管理・運営システム
の開発等に対する実験的な措置
の実施

【予算要求額：ターミナル運営
の共同化、高質化に向けた社会
実験等582百万円】

○我が国の港湾コストの引
き下げとサービス水準の向
上
○中継コンテナ貨物の誘致
や基幹航路の寄港頻度の維
持等日本の港湾の国際競争
力の底上げ

業績指標：国際コンテナ貨物
の陸上輸送コストの削減率(平
成12年度10パーセント→平成
18年度20パーセント)

社会資本整備重点計画(案)指
標：国際海上コンテナ貨物等
輸送コスト低減率(平成14年比
５パーセント減(H19))

○スーパー中枢港湾において先導的、実
験的に実施された施策・技術を他の港湾
にも移転することによって、我が国の港
湾コストの引き下げとサービス水準の向
上を誘導し、中継コンテナ貨物の誘致や
基幹航路の寄港頻度の維持等日本の港湾
の国際競争力の底上げを図ることができ
ると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

３５

港湾における静脈物流拠点形成支
援制度の拡充(循環型社会の構築
を図るため、港湾における静脈物
流拠点の形成を支援)

○関連する政策目標
25）循環型社会の形成

○財政投融資制度の拡充
港湾機能の高度化に資する中
核的施設整備事業のうち、総合
静脈物流拠点港における静脈物
流拠点形成に資するものについ
ては、より金利の低い利率に拡
充

○海上輸送を活用した静脈
物流ネットワークの構築が
促進され、循環資源の国内
輸送コストが低減
○約500人の雇用

業績指標：国際コンテナ貨物
の陸上輸送コストの削減率(平
成12年度10パーセント→平成
18年度20パーセント)

社会資本整備重点計画(案)指
標：国際海上コンテナ貨物等
輸送コスト低減率(平成14年比
５パーセント減(H19)

○平成15年度に実施する循環資源利用に
関する港湾の運用改善や、官民の連携促
進等の諸施策と連携して、本施策の活用
により静脈物流基盤を確保することによ
り、海上輸送を活用した静脈物流ネット
ワークの構築が促進され、循環資源の国
内輸送コスト低減を図ることができると
判断
○また、当該施策を推進することによ
り、約500人の雇用が見込まれると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○循環型社会形
成推進基本計画
（平成15年3月閣
議決定）
○社会資本整備
重点計画(案)

３６

港湾施設統合補助における施策の
拡充(港湾管理者が港湾利用者に
対して情報提供を行うことで、既
存施設の有効活用・物流の効率化
を図る)

○関連する政策目標
12）国際競争力の強化

○「港湾空間の再開発・高度
化」のための施設整備に、高次
基盤施設整備事業として港湾管
理者が構築する情報システム整
備を補助対象として加える。

【予算要求額：港湾整備事業費
328,937百万円(国費)の内数】

○既存港湾施設の有効活
用・物流の効率化

○本施策を遂行し、港湾における各種情
報提供を行うことで、既存港湾施設の有
効活用を図り、物流の効率化等に資する
ことが可能となると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

３７

航空産業への総合的支援策の推進
(航空輸送サービスの提供に不可
欠の主体である航空会社の経営の
健全性の確保及び我が国航空ネッ
トワークの維持)

○関連する政策目標
11)広域的モビリティの確保
12)国際競争力の強化
19)交通安全の確保

○税制措置の見直し
 ・固定資産税の見直し
【減収見込額：3,321百万円】
 ・特別償却制度の見直し
【減収見込額：7,062百万円】

○航空保安措置強化に対応した
支援策
【予算要求額：8,650百万円】

○我が国航空会社の経営基
盤の安定化
○安定的な航空輸送を通じ
た広域的モビリティの確保
及び国際競争力の向上

(参考)
業績指標：主要空港(１種空港
及び地域拠点空港）と地方空
港を結ぶ航空路線数(228路線
(平成18年度))、三大都市圏の
国際空港における国際航空旅
客・貨物容量(5,700人、410万
トン(平成17年度))、航空機に
対するハイジャック・テロの
発生件数(0件(平成14年度以降
毎年度))

社会資本整備重点計画(案)指
標：国内幹線交通モビリティ
の向上(1,268億座席キロ(平成
13年度)→1,500億座席キロ(平
成19年度))、国際的な水準の
交通サービスの確保等及び国
際競争力と魅力の向上(3,177
億 座 席 キ ロ ( 平 成 13 年
度)→4,800億座席キロ(平成19
年度)、20億トンキロ(平成13
年度)→300億トンキロ(平成19
年度))、総合的な交通安全対
策及び危機管理の強化(０件
(平成15年度以降毎年度))

○当該税制措置によって、我が国航空会
社の経営基盤の安定化が図られることに
なる。この結果、我が国航空会社が国際
競争力を発揮して輸送力を拡大させるこ
とや全国的なネットワークを維持してい
くことが可能となる。また、航空保安の
確保は安定的な航空輸送の土台である。
従って、航空保安の確保により、安定的
な航空輸送を通じて、広域的モビリティ
の確保及び国際競争力の向上を実現させ
ることが可能となると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

３８

管制情報処理システムのフェイル
セーフ対策の実施(航空機の運航
における定時性の確保及び航空の
安全の確保)

○関連する政策目標
11)広域的モビリティの確保
19)交通安全の確保

○管制情報処理システムの必要
なシステムの改善
・プログラムの変更に際して新
プログラムで障害が発生した場
合に、旧プログラムで飛行計画
が継続的に使用できるようにす
る。
・システム障害が発生した場合
に、当該システムを迂回するこ
とによりシステム全体へ影響を
与えないようにする機能及び、
システムのデータ欠損を防止す
るためにあらかじめデータを蓄
積する簡易代替機能を加える。
○システム要員を養成するため
の研修施設を充実

【予算要求額：1,070百万円】

○システムに万一障害が発
生した場合であっても、そ
の影響を最小限に食い止
め、システム全体がダウン
することがなくなる。

○平成17年度までに整備を実施し、これ
により、システムに万一障害が発生した
場合であっても、その影響を最小限に食
い止め、システム全体がダウンすること
がなくなり、航空機の運航における定時
性の確保及び航空の安全の確保に資する
ことができると判断

推論
比較

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○社会資本整備
重点計画(案)

３９

３PLに関する人材育成促進事業の
推進（３ＰＬの促進)

○関連する政策目標
13)物流の効率化
14)新たな市場の育成

○人材育成促進事業の実施
・３ＰＬに必要な知識を系統立
てて取得できるような効果的な
教育プログラムの研究・開発
・意欲ある中小規模の物流事業
者が３ＰＬに進出することを促
進する上で効果的と認められる
研修事業

【予算要求額：63百万円】

○物流全体のコスト削減
（経済の再生・国際競争力
の強化）
○ＣＯ2の削減等による地
球環境対策の推進

○人材育成促進事業を通じて、３ＰＬ事
業への誘導・普及を図ることによって物
流全体のコスト削減（経済の再生・国際
競争力の強化）や、ＣＯ２の削減等によ
る地球環境対策の推進に資するものと判
断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○経済財政運営
と構造改革に関
す る 基 本 方 針
2003
○530万人雇用創
出プログラム(平
成15年６月策定)

４０

有害紫外線予測情報の提供(有害
紫外線の実況及び予測に関する情
報を国民等に提供し、安全かつ快
適な社会を実現)

○関連する政策目標
22)地球環境の保全
23)大気、騒音等に係る生活環境
の保全

○高精度で有害紫外線が観測で
きる波長別紫外線観測装置を整
備(観測データをリアルタイム
で収集)
○オゾン輸送モデルと放射伝達
モデルにより翌日のオゾン層の
状態と有害紫外線の強度を予測
(実況及び予測をわかりやすい
分布図情報として国民に提供)

【予算要求額：140百万円】

○世界標準にあわせたＵＶ
インデックスの形式で実況
や予測に関する情報を提供
することが可能となり、的
確な有害紫外線対策が可能
○オゾン層保護対策の推進
に繋がるほか、国際貢献を
果たす。

○本施策により、近年増加が懸念されて
いる皮膚がんや白内障など有害紫外線の
被曝について、世界標準にあわせたＵＶ
インデックスの形式で実況や予測に関す
る情報を提供することが可能になる。こ
れにより、外出時間の調整や衣服の選
択、帽子やサングラスの着用などの、的
確な有害紫外線対策が可能となる。ま
た、高精度の観測データを、各国気象機
関に提供することにより、わが国はもと
より諸外国のオゾン層保護対策の推進に
繋がるほか、米国の衛星によるオゾン観
測(ＴＯＭＳ)データの検証データとして
活用され、オゾン層の正確な実況把握に
つながるなど国際貢献を果たすことがで
きると判断

推論
比較

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
○特定物質の規
制等によるオゾ
ン層の保護に関
する法律(昭和63
年法律第53号)



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

手　　段 得ようとする効果 効果の把握の方法
必要性及び効率
性に関する特記
事項

有効性

４１

北西太平洋津波監視システムの整
備(日本沿岸のみならず、日本の
遠方で発生した地震に関する情報
と津波の影響を迅速かつ正確に把
握し、情報発表することにより、
我が国の津波災害の軽減に資する
とともに、この情報を関係諸国に
提供することにより国際貢献に資
する）

○関連する政策目標
18)災害による被害の軽減

○国内の観測データ及び海外の
観測、処理データをオンライン
で処理し、短時間で遠地地震に
関する津波予報が発表できるシ
ステムを導入し、我が国のみな
らず関係諸国に情報を提供
○外国機関への情報提供、観測
データ交換に関する意見交換、
技術調整を関係諸国と行う

【予算要求額：124百万円】

○我が国の津波に対する被
害の軽減
○情報の関係諸国への伝達
による国際貢献

○日本沿岸のみならず遠地で発生する地
震、津波に対する情報を迅速かつ正確に
発表することで、我が国の津波に対する
被害の軽減が図れると判断。また、この
情報を関係諸国に伝達することにより国
際貢献に資することができると判断

推論 ○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

４２

地球気候システム再現データベー
スの構築（各国における気候変化
の実態解明、異常気象の実態把握
及び機構解明に貢献することによ
り、アジア太平洋地域の防災・水
資源対策の策定に寄与）

○関連する政策目標
18)災害による被害の軽減
22)地球環境の保全

○過去数十年にわたる地球規模
の気候システムとその変動の実
態を適切に再現できるデータ
ベースを構築し、アジア太平洋
諸国の関係機関へデータを提供

【予算要求額：19百万円】

○各国の堤防やダムの効果
的な建設計画の策定に貢献
○アジア太平洋地域の水資
源の安定化を通じて、同地
域の持続可能な開発に貢献

○大きな災害をもたらした過去の大雨等
の異常気象について、その空間的・時間
的規模と災害発生との関連を詳細かつ正
確に把握することが可能となることか
ら、堤防やダムの効果的な建設計画の策
定に貢献できると判断。
○アジア太平洋域全体の降水量の分布と
その長期間にわたる変化を流域規模で把
握することにより、同地域の水資源の長
期的な監視と評価が可能となり、ひいて
は、当該地域の水資源の安定化を通じ
て、同地域の持続可能な開発に貢献する
と判断

推論
比較

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

４３

電子国土Webシステムの構築(最新
の地理情報の電子化を促進し、産
学官がそれぞれ所有する地理情報
を有効に利用するため、迅速かつ
効率的な流通の促進、GISの普及
などの基盤環境の整備)

○関連する政策目標
26）ＩＴ革命の推進

○電子国土Webシステムの構築

【予算要求額：37百万円(国
費)】

○いつでも、どこでも、だ
れでも必要な精度で必要な
地理情報が重ね合わせて閲
覧できるようになる
○国、地方公共団体、民間
企業、個人等で地理情報を
有効に活用することがで
き、測量分野のみならず、
モバイルGIS、ナビゲー
ション、レジャー、障害者
支援等の分野で活用できる

○電子国土Webシステムの構築により、
産官学の地理情報の交換が活発になり、
いつでも、どこでも、だれでも必要な精
度で必要な地理情報が重ね合わせて閲覧
できるようになる。その結果、国、地方
公共団体、民間企業、個人等で地理情報
を有効に活用することができ、測量分野
のみならず、モバイルGIS、ナビゲー
ション、レジャー、障害者支援等の分野
で活用できると判断

推論
比較

○評価時において、ロ
ジカルフレームワーク
により、目標達成に向
けた政策効果を論理的
に分析

【必要性】
平成15年７月31
日観光立国関係
閣僚会議「観光
立国行動計画」

（注）国土交通省の「平成16年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」を基に当省が作成した。


